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 もうすぐ夏休み。子どもたちにとって、日ごろ得がたい
有意義な体験をすることができる良い機会ですが、その反
面、生活が不規則になるなど問題行動が発生しやすい時期
でもあります。
　明日の伊賀市を担う心豊かでたくましい子どもを社会全
体で育てるため、家庭・学校・地域が総ぐるみで青少年の
健全育成に取り組みましょう。　

　

未
来
の
担
い
手
で
あ
る
青
少
年
を
、

豊
か
な
個
性
と
能
力
を
持
っ
た
大
人
に

育
て
る
こ
と
は
、
国
民
全
体
に
課
せ
ら

れ
た
責
務
で
す
。

　

県
内
の
青
少
年
を
め
ぐ
る
状
況
を
み

る
と
、
少
年
非
行
に
つ
い
て
は
、
刑
法

犯
少
年
（
※
１
）
の
検
挙
人
員
が
２
年

連
続
し
て
減
少
し
、
粗
暴
犯
も
大
き
く

減
少
し
て
い
る
も
の
の
、
全
刑
法
犯
検

挙
人
員
の
約
34
・
５
％
を
少
年
が
占
め

て
い
ま
す
。
ま
た
、不
良
行
為
少
年（
※

２
）
に
つ
い
て
は
、
前
年
に
比
べ
さ
ら

に
増
加
し
、過
去
最
多
と
な
り
ま
し
た
。

　

伊
賀
警
察
署
管
内
の
状
況
は
刑
法
犯

少
年
、
不
良
行
為
少
年
と
も
に
昨
年
よ

り
増
加
し
て
お
り
、万
引
き
や
自
転
車
・

オ
ー
ト
バ
イ
盗
な
ど
の
初
発
型
非
行
の

低
年
齢
化
が
進
む
な
ど
憂
慮
さ
れ
る
状

況
に
あ
り
ま
す
。

　

青
少
年
非
行
は
、
本
人
の
さ
ま
ざ
ま

な
可
能
性
を
摘
み
と
っ
て
し
ま
う
だ
け

で
な
く
、
周
囲
の
人
や
家
族
を
も
傷
つ

け
て
し
ま
い
ま
す
。
青
少
年
の
非
行

防
止
を
社
会
全
体
の
責
務
と
し
て
と
ら

え
、
関
係
機
関
・
団
体
な
ど
が
連
携
し

「
青
少
年
は
地
域
社
会
か
ら
育
む
」
と

い
う
観
点
に
た
っ
て
、
地
域
と
と
も
に

一
体
と
な
っ
た
取
り
組
み
を
推
進
す
る

こ
と
が
必
要
で
す
。

　

こ
の
た
め
伊
賀
市
青
少
年
育
成
市
民

連
絡
会
議
と
伊
賀
市
教
育
委
員
会
で

は
、次
の
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
・
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

各
　

地
区
青
少
年
育
成
会
議
に
お

け
る
、
青
少
年
健
全
育
成
に
関

す
る
イ
ベ
ン
ト
や
講
演
会
な
ど

を
通
じ
て
、
青
少
年
の
健
全
育

成
に
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に

市
民
の
意
識
の
高
揚
を
推
進
し

ま
す
。

　

地
域
の
子
ど
も
の
姿
を
や
さ
し

く
見
守
り
、
あ
い
さ
つ
を
行
う
と

い
っ
た
「
地
域
の
お
じ
さ
ん
、
お

ば
さ
ん
運
動
」「
大
人
が
変
わ
れ

ば
、
子
ど
も
も
変
わ
る
運
動
」
な

ど
を
推
進
し
ま
す
。

青
　

少
年
の
非
行
を
誘
発
し
や
す

い
施
設
な
ど
を
巡
回
し
、
関
係

者
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
で
青

少
年
を
取
り
巻
く
有
害
環
境
を

な
く
す
活
動
を
推
進
し
ま
す
。

健
全
で
明
る
い
家
庭

　

づ
く
り
運
動
の
推
進

地
域
が
一
体
と
な
っ
た

青
少
年
健
全
育
成
の
推
進

青
少
年
に
有
害
な

　

環
境
を
な
く
す
活
動

　
　
　
　
　

  

等
の
推
進

（※１）刑法に規定する罪を犯した犯罪少年および触法少年　 （※２）喫煙、飲酒、深夜はいかい、その他自己特性を害する少年　

地
域
の
み
ん
な
で

　
　

子
ど
も
た
ち
を
守
ろ
う

７
月
は「
青
少
年
の
非
行
問
題
に
取
り
組
む
全
国
強
調
月
間
」で
す
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伊
賀
市
青
少
年
セ
ン
タ
ー
で
は
、
次
世
代
を
担
う
青
少
年

が
心
身
と
も
に
健
や
か
に
成
長
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
青
少

年
の
問
題
行
動
の
早
期
発
見
・
早
期
対
応
に
努
め
、
主
任
補

導
員
と
青
少
年
健
全
育
成
に
関
係
す
る
各
種
団
体
お
よ
び
関

係
機
関
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
補
導
員
に
よ
り
街
頭
補
導
や
青
少

年
に
有
害
な
環
境
を
な
く
す
活
動
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

■
青
少
年
相
談
■

　　

非
行
問
題
や
交
友
問

題
な
ど
少
年
の
悩
み
を

解
決
す
る
た
め
、
専
門

的
な
知
識
を
有
す
る
伊

賀
市
青
少
年
セ
ン
タ
ー

主
任
補
導
員
が
電
話
や

面
接
に
よ
り
、
適
切
な

指
導
・
助
言
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　

お
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

【
場　

所
】　

伊
賀
市
上
野
中
町

２
９
７
６
番
地
の
１

上
野
ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ
中
３
階

伊
賀
市
青
少
年
セ
ン
タ
ー

【
相
談
電
話
番
号
】

　

☎
24
・
３
２
５
１

【
相
談
日
・
時
間
】

　

月
曜
日
か
ら
金
曜
日

　

午
前
９
時
～
午
後
４
時

（
祝
日
を
除
く
）

伊
賀
市

青
少
年

セ
ン
タ
ー　

　
　
　
　
　
　
　
　

 

の
ご
案
内

～
子
ど
も
た
ち
が
抱
え
る

　
　
　

様
々
な
悩
み
を
い
っ
し
ょ
に
考
え
、

　
　
　
　
　
　
　

自
立
や
回
復
を
支
援
し
ま
す
～

【問い合わせ】  教育委員会生涯学習課  ☎ 22-9679

　
　次代を担う青少年が、将来に夢と希
望をもち、心豊かに成長することはす
べての市民の願いです。
　しかしながら、多くの青少年は心や

さしく元気に日々の生活を送っていますが、今日、少子化
や核家族化に伴い、大人の意識が大きく変化する中にあっ
て、低年齢化する非行や犯罪、人とのかかわりをうまく結
べない青少年の増加や社会的ひきこもり、さらには、就業
できない、しない若者の増加などが大きな社会問題となっ
ております。また、インターネットや携帯電話などの新た
なコミュニケーションの急速な普及は、今までにない人と
のかかわり方を生み出し、これらを利用しての問題行動や
犯罪が発生しています。
　このような青少年が成長していく過程で抱えるさまざま
な問題は、青少年自身の問題でありますが、見方を変える
と大人社会の意識や行動の表れであり、社会全体の反映で
あるともいえることから、大人自身の姿勢や大人社会のあ
り方そのものを問い直す必要があります。また、非行や社
会的不適応等の問題行動そのものについての対応はもちろ
んですが、問題発生の原因を探ることが重要です。
　『青少年の非行問題に取り組む全国強調月間』を機に、
すべての市民が青少年に関心をもち、青少年を取り巻く社
会の変化と今日的課題を踏まえ、家庭・地域社会・学校が
一体となって青少年を非行から守りましょう。

『次世代を担う青少年のために』
伊賀市青少年育成市民連絡会議
　会　長　　佐々木　道弘

                      　
　少年警察協助員は警察署から委嘱を
された市民ボランティアで、各種団体
と連携しながら、地域の少年非行防止
活動をしています。

　伊賀市の青少年の現状としては、多くの子どもたちが健
やかに成長していますが、一方では、青少年非行の低年齢
化の傾向にあり心配すべき課題もあります。
　非行防止の第一歩は家庭から始めなければなりません。

「うちの子に限って」とか「あの子が悪いから」と否定や
責任回避をしていませんか。非行少年の多くがその家庭に
原因があると言われています。過保護・過干渉にも問題が
ありますが、放任も問題があります。幼いときから、しつ
けを怠らない、善悪のけじめをつけさせる子育てが大切で
す。親子の対話を忘れない、明るい笑顔あふれる温かい家
庭づくりを心掛けましょう。そして、子どもたちに規範意
識や社会のルールを教えるのは、私たち地域の大人の努め
です。
　地域の子どもはみんなの子ども、地域社会の宝として青
少年をみんなで守り育てていきましょう。

『子どもは地域社会の宝』
伊賀地区少年警察協助員協議会
　会　長　　宮谷　則夫


